
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝新規取得・ランクアップ個別相談のご案内＝ 

令和 4年度 兵庫県委託事業 

介護職員処遇改善加算等取得促進事業 

●加算区分のランクアップを検討されている又

は未取得の介護事業所 

●介護職員特定処遇改善加算の取得を検討さ

れている事業所 （※神戸市を除く） 

１事業所２回 

1回あたり２時間程度 

介護職員が集まり、安心して長く働き続けることができる「魅力ある職場づく

り」に向けて「介護職員処遇改善加算を見直しませんか！ 

専門家が個別に相談及び制度設計、手続きについてわかりやすくアドバイスしま

す。 

【お問い合わせ先】 公益財団法人 介護労働安定センター 兵庫支部 

〒651-0084神戸市中央区磯辺通 2-2-10 one knot trades BLD8階     TEL 078-242-5321 

      E-mail : hyogo@kaigo-center.or.jp               FAX  078-242-5322 

 

 

相談料無料 

● 相談をご希望の方は裏面の「申込書」に必要事項を記入の上、FAX、E-mail 又は郵便にてご送付ください。 

↓↓例えばこんな相談↓↓ 

 

 

 

 

 

事業所の実態にあったキャリ
アパスとは？ 

職員を適切に評価する基準
や仕組み 

介護職員への支給の方法は？ 

就業規則・賃金規定の変更
方法 

算定用件を満たす方法は？ 

 対象事業所 

 

 
相談回数・時間 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    FAX  : 078ー242ー5322 
         Mail  :  hyogo@kaigo-center.or.jp 

             ※ FAXでお申込みの場合は、本紙にご記載後送信してください。 

       

令和 4 年度 兵庫県処遇改善等加算取得促進事業 

記入日 令和  年  月  日 

□ 

※ 兵庫県内（神戸市を除く）の介護保険施設・事業所で加算算定対象サービスのみ 

 特養 


